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１．計画の背景 

平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）が成

立し、平成２７年５月２６日に全面施行されました。本市においては、空家法の施行を受け、 

平成２９年３月に出雲市空家等対策計画（以下「第１期空家等対策計画」という。」を策定し、 

建築住宅課内に空き家対策室を新設し、空家に係る総合窓口を設けるとともに、「出雲市空家等

対策連絡協議会」及び「出雲市空家等対策協議会」を設置し、横断的、総合的な空家対策の施策

を推進してきました。しかしながら、市内の空家は増加傾向にあり、中には相続放棄などによ

り、所有者等が不在となっている空家も多く存在します。 

このような中、国においては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（以下

「所有者不明土地法」という。）が平成３０年度に施行され、令和３年４月には、民法改正によ

り、不在建物管理人や管理不全建物管理人制度の導入がなされたところです。 

また、近年、ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター、一般社団法人全国古民家再生協会島根第

一支部、ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎など、空家対策に取り組む民間団体が設立され、相談会

や維持管理など、積極的な空家対策の取組が実施されるとともに、官民一体となった「オール出

雲」での空家対策が求められています。 

本市における空家等を取り巻く環境や、今般の空家に関連した法律改正等による新たな管理制

度の活用等を勘案し、より効果的な空家対策を総合的に推進するため、現行計画を改定し、令和

４年度から令和８年度までを計画期間とする「第２期出雲市空家等対策計画」を策定します。 

 

２．計画の目的 

本計画は、生活環境の保全並びに災害及び犯罪の予防を図り、もって市民が安全で安心に暮ら

せるまちづくりを推進することを目的に、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家

法の規定に基づき、策定するものです。 
 

３．計画の基本理念 

空家等に関する対策は、施策を展開するに当たり以下の点を基本理念とします。 

（１） 管理不全の空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、空家等 

の所有者等が必要な措置を適切に講じられるよう行うものとします。 

（２） 地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理、発信その他の必要な措置 

を行うものとします。  

（３） 市、市民、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り 

組みます。 

（４） 地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす管理不全の建物等に対しては、個人の財産権  

を尊重しながらも、空家法やさまざまな諸法令に基づき、対策に取り組みます。 

  

第１章 計画の概要 
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４．計画の位置付け 

本計画は、空家法に基づき策定し、令和３年６月に国から示された「空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「国指針」という。）に即した計画としま

す。また、上位計画である出雲市総合計画「新たな國づくり計画『出雲未来図』」や『まち・ひ

と・しごと創生「人口ビジョン」・「第２期総合戦略」』と連動した計画と位置づけます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画の期間 

計画期間は、新たな出雲の國づくり計画『出雲未来図』の目標年度との整合性を図る意味から

令和４年度（2022）から令和８年度（2026）までの５年間とします。 

なお、本市の空家等の状況や社会情勢等の変化に応じ、適宜、見直しを行うものとします。 

 

６．計画の対象 

本計画の対象は、空家法第２条第１項で規定する「空家等」に加え、活用の促進に係る観点か

ら「空家等の跡地」についても対象に含めることとします。ただし、市民からの相談の多くは、

戸建住宅に関するものが大半を占めることから、当面は、戸建住宅（併用住宅を含む）を優先的

に取り組むこととします。 

 

７．空家等の定義 

本計画の対象は、空家法第２条第１項で規定する「空家等」に加え、活用の促進に係る観点か

ら「空家等の跡地」についても対象に含めることとします。ただし、市民からの相談の多くは、

戸建住宅に関するものが大半を占めることから、当面は、戸建住宅（併用住宅を含む）を優先的

に取り組むこととします。そのため、計画では「建築物」に限定しない意味で用いる場合や、空

家法に基づく助言、指導、措置等の対象物として用いる場合など、この定義に即した表記が望ま

しいと認められる場合には、「空家等」と表記しております。一方、既に事業名等の固有名詞と

して表記が確立しているものについては、「空家」及び「空家」と表記しています。 

  

出雲市地域防災計画 

出雲市総合振興計画『出雲未来図』 

根拠 整合性 

第２期出雲市空家等対策計画 

盛り込む 

空家等対策の推進に関する 

特別措置法 

空家等に関する施策を総合的かつ計

画的に実施するための基本的な指針 

民法などの関連法令 

出雲市国土強靭化地域計画 

第２次出雲市環境基本計画 

その他、市関連計画 
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また、空家等のうち、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著し

く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損

なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に

あると認められる空家等を空家法第２条第２項では「特定空家等」と定義されています。 

なお、外観上は長屋であっても、隣接する住戸との界壁が二重になっているものなど、それぞ

れの住戸が個別の建築物である場合には、一般の戸建ての空家と同様に取り組みます。 

 

８．計画の対象区域 

平成２７年度及び令和２年度に実施した空家等実態調査の結果から、空家等は市内全域に分布

していることから、本計画の対象区域は本市全域とします。 

 

９．計画の目標 
 
 

 

管理不全な空家等は、周辺環境への悪影響の長期化が懸念され、多くの問題を生み出す 

ことから、その発生を防止することで地域の良好な住環境を維持し、誰もが快適に暮らせる

まちづくりを目指します。 

 

 

 

管理不全な空家等は、倒壊等の危険など地域住民への危険性が懸念されるため、適切な 

管理を推進することにより、地域住民が安全で安心して暮らせるまちを目指します。 

 

 

 

老朽化した空家等は、地震時の揺れや風水害によって倒壊する危険性が高いと考えられ 

ます。倒壊した空家は、避難や応急活動の妨げとなるなど、さまざまな障害となります。 

そのため、建物の防災性能を高め、老朽化し危険な空家等は除去を誘導するなど、災害に 

強いまちを目指します。 

 

 

 

管理不全な空家等が地域住民の生活環境に悪影響を与える一方、適切に管理された空家等

は地域資源としての一面も持っています。そのような空家等の情報を居住希望者に提供する

ことにより、移住・定住促進を図り、活気のあるまちづくりを目指します。 

 

 

 

定住や移住だけでなく、シェアハウスやオフィスなど、居住以外の用途での利活用を図る

ため、民間不動産事業者や企業誘致等の担当課と連携し、積極的な情報提供に努め、空家の

利活用が図られるあるまちづくりを目指します。 

  

（１）良好な環境で快適に暮せるまち 

（２）安全・安心が守られるまち 

（３）災害に強いまち 

（４）移住・定住促進による活気のあるまち 

（５）空家等の利活用が図られるまち 
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１．全国の状況 

総務省統計局による、住宅土地統計調査よる空家の推移をみると、昭和３８年の５２万戸から

一貫して増加を続けており、平成３０年では８４６万戸となっており、平成３０年では８４６万

戸となっています。 

また、総住宅数に占める空家の割合（空家率）も、昭和３８年の２.５％から一貫して上昇を

続けており、平成３０年では、１３.６％と過去最高となっています。 

なお、住宅統計調査は、統計的な数字であり、全戸調査ではなく、アパートやマンションの一

室も１戸として計上されています。また、別荘などの二次的な利用の建物（二次的住宅）も計上

されています。二次的住宅を除いた空家数及び空家率は、それぞれ８０８万戸、１２.９％とな

っています。 

 

 

図２－１―１ 空家数及び空家率の推移 全国（昭和３３年から平成３０年） 
～平成30年度住宅土地統計調査より～ 

 

  （万戸）                                 （％） 

 
昭和      平成      

３８年 ４３年 ４８年 ５３年 ５８年 ６３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 25年 ３０年 
 

 

空家８４６万戸の内訳としては、アパートの空き室等も含めた賃貸用の住宅が４３１万戸 

（５０.９％）、売却用の住宅が２９万戸（３.５％）、二次的住宅が３８万戸（４.５％）、その他

の住宅が３４７万戸（４７.１％）となっています。この計画で優先として取り組むこととして

いるのは、その他の住宅に分類される戸建て住宅です。前回の平成２５年度の住宅・土地統計調

査と比較すると、賃貸用の住宅は、２万戸（０.４％）の増加、売却用の住宅は１万戸（4.5％）

の減少、二次的住宅は、３万戸（７.３％）の減少、その他住宅は、２９万戸の増加となってお

り、平成１５年以降、賃貸用の住宅の空家の割合は、低下を続ける一方で、戸建てなどその他の

住宅の割合は上昇を続けています。 

  

第２章 空き家等の現状 
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図２－１－２ 空家の内訳（全国） 
～平成30年度住宅土地統計調査より～ （単位：千戸） 

 

 
 

 

 

２．島根県の状況 

総務省統計局の住宅土地統計調査よる島根県内の空家は、前回調査の平成２５年が総戸数 

304,200戸に対して44,800戸（１４.７％）となっており、平成３０年では、総戸数314,200戸

に対して48,300戸（１５.４％）と増加しており、『その他の空家』については、全国平均 

５.６％に対して島根県は、１０.５％と全国４位の高水準となっています。 
 

参考 

① 高知県１２.７％、② 鹿児島県１１.９％、③ 和歌山県１１.２％、④ 島根県１０.５％ 
 

過疎化と少子高齢化等により、県西部や中山間地域において空家の増加が続いていますが、 

都市部においても周辺部のみならず、中心部においても空家は増加しています。 

 
  

賃貸用の住宅

4,310 

売却用の住宅

294 

二次的住宅

382 

その他の住宅

3,474 
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表２－２－１ 県及び県内８市の空家の住宅土地統計調査の調査値  
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３．空家等実態調査による出雲市の空家の状況 

 本市の空家数は、次の方法で推計しています。 

 

Ⅰ 平成２７年度空家実態調査に基づく空家の追跡 

・リサイクル法等の届出等による解体等の把握、追跡 

Ⅱ 令和２年度空家実態調査 

・住民基本台帳等と家屋台帳の突合による住所照合 

・水道の閉栓状況等の突合 

・住宅地図（ZENRIN）による突合 

・現地調査 

Ⅲ 令和２年度空家等実態アンケート調査 

・アンケートによる利用状況（使用中等）の除外 

 

 

Ⅰ 平成２７年度空家実態調査に基づく空家の追跡 

建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「建設リサ

イクル法」という。）の規定に基づいて提出されるリサイクル届により、空家と推定している物

件が解体される際に、当該空家を除外することにより、追跡調査を行いました。 

 

Ⅱ 令和２年度空家等実態調査 

本市における空家等の実態を把握し、効果的な空家等対策等を検討するため、市内全域を 

対象に実態調査を実施しました。 

 

（１）対象地区  

出雲市全域 

 

（２）調査期間  

令和２年６月～令和２年１２月 

 

（３）調査対象 

空家法第２条第１項に規定され、国の「住宅・土地統計調査」における空家のうち、 

戸建、賃貸や売却用の住宅を除くもの 

 

（４）空家等の推定方法 

公道からの外観目視により、空家等と思われる建物を次の観点から調査を実施 

① 雑草等の繁茂の状況 

② 表札の有無 

③ 郵便受けのチラシ等の有無 

④ 電気メーターの稼働状況 

⑤ 売り・貸しの表示の有無 

  



10 

 

図 ３－Ⅱ－１ 令和２年度空家等実態調査フロー及び該当件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

対象建物 

（48,508件） 

・物置、車庫、公益公共施設、神社仏閣、集合住宅 除外 

・家屋課税台帳(用途：住居系抜粋) 

住民基本台帳 

（68,272件） 

・住民基本台帳 

・水道閉栓情報 

・住宅地図（ZENRIN） 

・家屋課税台帳 

・地番図 

・空家対策室把握情報 

住宅地図 

建物数：（110,566件） 

除外建物以外 

（66,789件） 

住宅地図上の建物で、 

住民基本台帳に住所あり 

→ 居住中と判断 

除外建物 

（43,777件） 

資料収集整理 

住所照合 

絞り込み作業実施：目的対象外建物除外 

 

 

 

各種データとの突合 

・ 把握済み空家 

・ 水道閉栓状況 

・ 住宅地図表札なし 等 

照合 

現地調査候補 

4,333件 

空家対策室把握済情報 

3,081件 

住宅地図差分 

430件 

水道使用量0㎥ 

822件 

推定空家数 

3,062件 

現地調査 
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図 ３－Ⅱ－２ 空家等実態調査現地調査シート 

 

 

  

図面番号 調査番号

1 調査年月日等

  調査年月日

車庫

2 空家判定

判定

3 調査項目

用途

構造

建て方

階数

雨どい

空家の基礎調査

【備考】

□動物(猫,ねずみ等)の侵入･害虫(蜂の巣等)の発生により周囲に影響がある

外部からの侵入

動物の侵入・害虫発生

建物の周囲

□傾きなし □軽度の傾き

□問題なし

その他

□問題なし □下地一部露出

□著しい傾き

□著しい剥落

□崩壊の危険

□著しい変形

□問題なし

判定指標

建物の外観

□確認不能

□確認不能

□確認不能□著しく下地が露出または穴が開いている外壁

その他

□住居 □店舗併用住宅

□木造

□一戸建て

□非木造

□長屋

□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□問題なし □第三者の侵入が認められる□窓・玄関等から建物内へ侵入が容易である

□一部剥落

□問題なし

□問題なし

□手入れあり

□問題なし

□一部に亀裂・傾きがある

□一部に亀裂・傾きがある

□著しい亀裂・破損・傾きがある

□著しい亀裂・破損・傾きがある

□手入れなし □手入れなしで敷地外に影響を及ぼす恐れあり

□少量放置されている □大量放置されている

□ビル（雑居） 　 □駐車場　 □更地　 □不明

□無

□居住中（使用中） 　□集合住宅　

擁壁

雑草・樹木

ごみ等

建物の傾斜

屋根

塀,柵等

□空家　 

その他

雑草・茂み

表札等

□動いていない

□有(　　　　　　　　　　　　　　　　)

□郵便物等が溜まっている

□動いている

□無

電気メーター

□敷地内雑草繁茂により建物確認不可

□有(　　　　　　　) □無

□郵便物等が溜まっていない

□有（  　  　　台）

□破損なし □一部破損

□平屋 □２階建て

□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□３階建て

□破損

□その他（　　　　　　　　　　　　　）

売り・貸しの表示

郵便受け

□確認できない

□ふさがれている又は無い
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（５）調査結果の概要 

 

① 地区別空家数        （単位：件） 

地域 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
判定 

不明 

出 雲 市 3,062 2,246 339 157 65 255 

 出雲地域 1,203 901 115 42 18 127 

 平田地域 600 461 61 34 16 28 

 佐田地域 157 99 17 14 8 19 

 多伎地域 119 76 19 10 4 10 

 湖陵地域 250 176 39 20 7 8 

 大社地域 439 318 57 26 7 31 

 斐川地域 294 215 31 11 5 32 

 

※ 老朽度判定区分（外観目視） 

判定 状態 

Ａ すぐに住めそうなもの 

Ｂ 少し手を加えれば住めそうなもの 

Ｃ 改築など手を加えなければ住めないもの 

Ｄ 老朽化がはげしく危険なもの 

判定不明 
判定項目である傾斜・屋根・外壁のうち１項目でも外観目視できな 

かったもの 
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図 ３－Ⅱ－３ 出雲市内の空家の分布状況 
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Ⅲ 令和２年度空家等実態アンケート調査 

令和２年度空家等実態調査において把握した空家３,０６２件のうち、固定資産税のデータで

突合できた空家２,４２０件の所有者に対してアンケート調査を実施し、１,５０１件の回答（回

収率６２％）をいただきました。うち、同一家屋、複数所有者などの重複回答を除いた 

１,４７９件についてアンケートの回答を分析しました。分析の詳細は、資料２のとおりです。 

 

Ⅳ 空家数の推計（計画値） 

アンケート調査により、使用中、解体済み若しくは売却済み等と回答されたものを除いて、 

本計画での基準となる空家推計値としています。 

 

地域  件数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
判定 

不明 

市全域 
調  査 3,062 2,246 339 157 65 255 

使用中 ▲410 ▲318 ▲44 ▲20 ▲2 ▲26 

推計値 2,652 1,928  295 137 63 229 
 

出雲地域 

調  査 1,203 901 115 42 18 127 

使用中 ▲203 ▲159 ▲16 ▲6 ▲1 ▲21 

推計値 1,000 742 99 36 17 106 

 

平田地域 

調  査 600 461 61 34 16 28 

使用中 ▲80 ▲67 ▲7 ▲3 ▲1 ▲2 

推計値 520 394 54 31 15 26 
 

佐田地域 

調  査 157 99 17 14 8 19 

使用中 ▲5 ▲4 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 

推計値 106 67 16 9 4 10 
 

多伎地域 

調  査 119 76 19 10 4 10 

使用中 ▲13 ▲9 ▲3 ▲1 ▲ ▲ 

推計値 106 67 16 9 4 10 
 

湖陵地域 

調  査 250 176 39 20 7 8 

使用中 ▲17 ▲12 ▲1 ▲3  ▲1 

推計値 233 164 38 17 7 7 
 

大社地域 

調  査 439 318 57 26 7 31 

使用中 ▲48 ▲38 ▲5 ▲4 ▲0 ▲1 

推計値 391 280 52 22 7 30 
 

斐川地域 

調  査 294 215 31 11 5 32 

使用中 ▲44 ▲29 ▲12 ▲3 ▲0 ▲0 

推計値 250 186 19 8 5 32 
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４．空家等の相談受付件数 
 

年度 
建物に 

関する相談 

草木、虫 

など環境面の

相談 

その他の 

相談 
計 

R02 176 37 2 192 

R01 46 37 33 116 

H30 33 25 2 60 

H29 26 14 1 41 

H28 21 14 6 41 

H27 36 17 11 64 

H26 12 12 0 24 

※建物・環境の両方に係る相談は、建物に計上 

 

５．いずも空き家バンクの状況 
（１）年度別登録・成約件数 

（単位：件） 

年度 

空家 空き地 

登録 
成約 

登録 成約 
合計 県外 市外 市内 

R2 24 18 2 2 14 2 1 

R1 18 17 4 1 12 8 4 

H30 19 16 5 1 10 2 3 

H29 20 14 2 0 12 1 2 

H28 17 14 4 1 9 7 1 

H27 21 19 5 2 12 4 3 

H26 33 20 8 2 10 4 4 

H25 16 9 3 2 4 2 2 

H24 8 4 2 1 1 3 2 

H23 14 10 7 2 1 1 0 

H22 8 6 4 2 0 3 2 

H21 8 8 3 3 2 0 2 

H20 5 9 1 3 5 0 5 

H19 14 9 3 1 5 18 3 

合計 207 153 50 22 81 53 33 
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（２）いずも空き家バンク地域別成約物件数 （Ｈ２８～Ｒ２の５カ年分） 

（単位：件） 

  出雲 平田 佐田 多伎 湖陵 大社 斐川 合計 

 I ﾀｰﾝ県外 3 4 

 
2 2 0 3 1 15 

総合 I ﾀｰﾝ市外 2 1 1 2 0 0 0 6 

計 U ﾀｰﾝ 0 0 0 1 0 0 0 1 

 市内 31 7 2 1 5 2 4 52 

 計 36 12 5 6 5 5 5 74 
内 訳 

  出雲 平田 佐田 多伎 湖陵 大社 斐川 合計 

 I ﾀｰﾝ県外 0 1 0 1 0 0 0 2 

Ｒ I ﾀｰﾝ市外 0 0 1 1 0 0 0 2 

２ U ﾀｰﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 市内 9 2 0 0 2 0 1 14 

 計 9 3 1 2 2 0 1 18 

 I ﾀｰﾝ県外 1 1 1 1 0 0 0 4 

Ｒ I ﾀｰﾝ市外 1 0 0 0 0 0 0 1 

１ U ﾀｰﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 市内 6 3 0 1 1 1 0 12 

 計 8 4 1 2 1 1 0 

 
17 

 I ﾀｰﾝ県外 0 1 0 0 0 2 0 3 

Ｈ I ﾀｰﾝ市外 1 0 0 0 0 0 0 1 

30 U ﾀｰﾝ 0 0 0 1 0 0 0 1 

 市内 2 1 1 0 0 0 1 5 

 計 3 2 1 1 0 2 1 10 

 I ﾀｰﾝ県外 0 1 0 0 0 1 0 2 

Ｈ I ﾀｰﾝ市外 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 U ﾀｰﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 市内 9 0 1 0 1 1 0 12 

 計 9 1 1 0 1 2 0 14 

 I ﾀｰﾝ県外 2 0 1 0 0 0 1 4 

Ｈ I ﾀｰﾝ市外 0 1 0 0 0 0 0 1 

28 U ﾀｰﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 市内 5 1 0 0 1 0 2 9 

 計 7 2 1 0 1 0 3 14 
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６．空家等の発生要因 

空家等は、現に使用されていない状況にあっても、所有者等において適正に管理することが前

提であり、清掃や除草、売却や賃貸、除却等については、所有者等自らの責任においてなされる

べきものです。しかしながら、様々な要因により、管理不全の空家等が発生し、社会問題化して

います。 
 

（１）所有者等  

⚫ 管理者意識の希薄化  

⚫ 遠方に居住し、実態を把握していない  

⚫ 経済的負担（改修、除却費用を負担できない）  

⚫ 活用や除却の意向がない 、活用の仕方がわからない 

⚫ 他人に貸すことに抵抗がある  

⚫ 高齢化による施設入所や単身世帯化が進んでいる  

⚫ 情報の入手先がわからない、相談先がわからない 

⚫ 動産がある（仏壇など）  

（２）ご近所、地域社会など 

⚫ 所有者等に働きかけることに抵抗がある  

⚫ 所有者等の世代が代わり、現在の所有者等が分からない  

⚫ 近隣との付き合いがない  

（３）市場  

⚫ 需要と供給のミスマッチ  

⚫ 情報不足、新築住宅の供給が中心  

（４）法制度  

⚫ 固定資産税の住宅用地特例があり、除却が進まない 

 

７．空家等が引き起こす問題 

管理不全の放置された空家等は、安全・安心な市民生活に悪影響を及ぼします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）防災・防犯上の不安  

近隣の空家等が管理不全のまま放置された場合、心理的に防災・防犯上の観点から 

不安が生じます。 

（２）周辺環境の悪化 

敷地の草木の繁茂や有害鳥獣等の住みかになり、近隣へ被害を及ぼす問題が発生 

します。また、ごみが不法投棄される場合もあります。 

（３）景観の悪化  

空家等が管理不全のまま放置された結果、外観が悪化し、その周辺の景観を損なう 

場合があります。  

（４）倒壊などによる事故の懸念 

空家等が管理不全のまま放置され、老朽化が進行した場合、自然災害などの影響を 

受けやすくなり、地域住民の生命、財産へ危害を及ぼすおそれがあります。 

（５）地域力の低下  

人口が減少し、空家等が増加することにより、地域コミュニティの維持が困難と 

なり、地域力の低下につながります。 
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１．４つの基本方針と３つのビジョン 

本市における空家等に対する問題や基本理念を踏まえ、本市における空家等対策の基本方針、

ビジョンを次のとおりとします。 

 

 

 

 
 
 

 

本市における空家等対策の取組については、個人の財産については所有者等が適切に管理

すべきであることを原則とした上で、行政として公益上必要な措置等を適切に講じるものと

します。 

 

 

 

空家等に対する規制や支援だけでなく、の空家等発生の未然防止や、まちづくりの観点か

らの利活用に関する施策・事業も含め、総合的な対策として、計画的に推進します。 

 

 

 

空家等の問題は市全域にわたり、事案ごとに内容も異なり、また、複雑化しているもので

あるため、その課題解決には行政だけでは限界があることから、地域住民及び事業者等と協

働した取り組みを推進します。 

 

 

 

空家等の利活用については、あくまでも民間で行うことを基本としますが、情報の提供

等、市として何をどこまで関与するかについては、出雲市空家等対策協議会等での議論を踏

まえ、取り組むこととします。 

 

  

（１））個人財産の所有者責任を前提 

（２）総合的かつ計画的な推進 

（３）市民や地域との協働 

（４）利活用は民間主体が基本 

第３章 空家等対策の基本的な考え方 
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空家対策については、基本方針で示すように、個人財産の所有者責任が前提となります

が、それぞれの所有者や関係者が積極的に空家問題解決にむけ動く際には、解決を支援しま

す。一方で、放置された空家などに対しては、空家法などを活用し、指導などの強化や、特

に危険な空家については、法に基づく特定空家の指定などを通じ、所有者・関係者意識をも

っていただき、解決にむけた取組が進むように施策を展開します。 

 

 

 

空家問題については、事案ごとにその解決方法も異なるため、様々な民間の専門家と連携

して解決に取り組みます。特に、空家になる前の段階での相談体制を強化することで、市民

の問題解決にむけた行動を支援してきます。また、空家の利活用については、民間の様々な

取組が進むよう施策を展開します。 

 

 

 

空家も、本市の住宅ストックの一部を形成しています。また、本市独特の散居村集落など

の景観を構成する大きな要素となっています。空家を購入希望する世帯が比較的小規模の世

帯が多いことから、特に、農家住宅では、その住宅広さが一因として、流通に載らないこと

が発生しています。空家が、居住用途としての利用だけでなく、オフィスや集会施設など、

さまざまな活用方法が展開される施策を展開します。 

 

２．空家等対策の柱となる４つの施策 

計画では、住宅の空家化となる段階に応じて空家等対策の柱となる４つの施策、「発生予防」、

「適正管理の促進」、「利活用の推進」、「管理不全な空家等の対応／除却」を定め、各段階に応じ

た取り組みを行い、さらに、除却後の跡地についても利活用が図られるよう取り組みます。 
 

 

 

 

 

 

 

空家となる

前(居住中) 

管理されて

いる空家等 

放置、管理
されていな
い空家等 

時間・危険度 

 

空家等の

発生予防 

施

策

の

柱 

空家の適正管理の促進 

利活用の推進 管理不全な空き家の対応／除却 

（１）優しさと厳しさのある空き家対策 

（２）民間活力を活かした空き家対策 

（３）次世代に活かす空き家対策 

老朽危険 

空家等 
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１．空家の発生予防 
 

① 施策の方向性 
 
方向性１：様々な機会における啓発活動の実施 
  
方向性２：狙いを定めた働きかけや相談体制の充実等 

  

 ② 具体的な施策 

方向性１：様々な機会における啓発活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 空家等対策の具体的な施策 

☞ 市民意識の醸成、啓発、情報発信の強化 

空家等の発生予防として、幅広い世代に空家等がもたらす問題や身近に起こりえる

問題として認識していただくことが重要です。ホームページや広報いずも、また、関

係機関の広報誌などを活用し、分かりやすく、工夫をした情報発信に取り組みます。 

 

☞ 連携協定を締結している民間団体の活動支援 

市と連携協定を締結し、空家に係る啓発活動、発生予防、各種相談事業に取り組

んでいる、ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター、ＮＰＯ法人ひらた空き家再生

舎、（一社）全国古民家再生協会島根第一支部に対して、協力、支援を行います。 

また、民間活力を活かした対策を実施するため、空家相談やいずも空き家バンク

などの事業について、民間団体への事業委託の可能性についても検討を行います。 

 

☞ 地域や関係団体との連携による啓発活動等の実施 

空家等が引き起こす問題について、各自治協会やコミュニティセンターなどの関係

団体との共通認識を深め、連携を図りながら、地域住民が相互に協力しあえる地域社

会づくりを進めることが効果的な予防策につながります。自治協会などの関係団体に

本計画や施策について周知を行うとともに、関係団体が開催する会合等に出向き、啓

発活動の充実を図ります 

 

☞ 相続登記の推進 

相続登記がなされていない物件は、所有者等を特定することが難しくなり、空家

の活用等の妨げとなります。また、令和３年の法律改正により、相続登記が義務化

されることから、新しい相続登記制度について法務局などの関係機関とともに周知

を図り、相続登記の推進を行います。 

・市役所死亡時ワンストップ窓口サービスにおける相続登記の周知 

・市課税明細書における未相続の強調表示 など 

 

☞ 空家の譲渡所得の特別控除制度の周知・活用 

相続により取得した家屋等を譲渡した場合に適用される「空き家の譲渡所得の特

別控除制度」の周知を図り、制度の活用を推進します。 
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方向性２：狙いを定めた働きかけや相談体制の充実等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 相談先の紹介 

市内には、市の関係部署をはじめ、民間でも、NPO法人出雲市空き家相談センタ

ー、NPO法人ひらた空き家再生舎、（一社）全国古民家再生協会島根第一支部など市

と連携協定を結び、空家問題の解決に向けた団体や、行政書士や司法書士などの専

門団体などがあり、相談ができる体制があるという認識を市民にもっていただき、

早めの相談を意識付けます。 

 

☞ 相談会、各種セミナーなどの開催 

それぞれの家屋の持つ問題点や将来にむけた検討点など、幅広い知識が市民や地域

でもてるようにセミナーや相談会を開催していきます。 

 

☞ 市社会福祉協議会や民生児童委員等との連携 

高齢者等の生活支援や相談窓口については、さまざまな状況に応じ、相談体制が整

備されています。民生児童委員、出雲あんしん支援センターなどを通じ、空家問題に

係る情報提供に取り組みます。 

  

☞ 様々な家族事情等を踏まえた関係機関との連携 

  社会の多様化による様々な家族事情等を踏まえ、ひきこもり支援センターや母子・ 

父子自立支援員などの関係機関と連携し、空家問題に係る情報提供に取り組みます。 

 

☞ 出身者会等を通じた情報発信 

都市部の出身者会等を通じて情報発信を行うとともに、県外でのイベント開催時

にパンフレットを配布するなど、空家相談を行う民間団体やいずも空き家バンクな

どの情報提供を行います。 

 

☞ 学校教育における情報提供、協力 

市内の中学校、高校では、総合的な学習の時間に空家問題をテーマとして地域の

課題について学んでいます。生徒の多くが卒業後、市外、県外に就学、就職します

が、若い世代にとっても空家は身近な存在であると認識いただき、家族で家の将来

について話し合い、意識を高めてもらえるよう、総合的な学習において、空家等の

データ提供、空家等に係る解説などの協力を行います。 

 

☞ 住宅の良質化・持続化の支援 

木造住宅耐震化促進事業、定住促進住まいまちづくり助成など、市が実施してい

る支援事業の活用を促し、良質で安全な住まいづくりを推進し、長期にわたる居

住、使用が可能となるよう支援します。 
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２．空家の適正管理の促進／利活用 
   

① 施策の方向性 
 
方向性１：適正管理、利活用に関する情報提供の実施 
 
方向性２：行政の働きかけ、取組強化 

 
 ② 具体的な施策 

方向性１：適正管理、利活用に関する情報提供の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 所有者等への情報発信 

空家等の適正な管理を促進するためには、所有者等に管理者としての意識と、適正

管理に対する意識の醸成を図ることが重要です。広報いずも、ホームページ、チラシ

等の各種媒体を利用して、分かりやすく、空家等の適正管理に関する周知・啓発を行

います。 

 

☞ 管理サービス等を実施する民間団体等の情報収集 

建物の修繕や庭木の管理など、空家等の管理サービスを行う民間団体等の情報収集

に努め、所有者等に情報提供を行います。 

 

☞ いずも空き家バンクの周知、活用 

いずも空き家バンクへの登録や活用を促進するため、広報いずも、ホームページ、

チラシ等の各種媒体を利用して積極的に周知し、所有者等に登録を促します。また、

不動産取引業者団体と連携し、登録の増加を図ります。

☞ 移住・定住希望者への情報提供

☞ 外国人住民への情報提供

☞ 市空き家活用住宅等整備支援事業補助制度の周知・活用 

市空き家活用住宅等整備支援事業補助制度（シェアハウス改修事業）を周知し、 

積極的な空家の利活用を促します。

☞ リフォーム・解体ローンを実施している金融機関の情報提供 

所有者等の中には、リフォームや除却の意向はあるものの、経済的な理由から費用

を直ちに用意できない場合も少なくありません。現在、空家等のリフォームや解体に

必要となる資金をローンで提供している金融機関もあることから、空家等の所有者等

にローン商品を提供している金融機関の情報を提供します。
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方向性２：行政の働きかけ、取組強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 空家等に関する情報を集約したデータベースの管理等

 

 

☞ 活用・流通促進のための環境整備 

空家等の活用・流通を促進するには、不動産市場の機能を活かすことが最も有効で

す。そのため、市場が機能しやすい環境を整備するための取り組みを推進します。 

① 所有者等への意向調査（活用の意思）の実施 

平成２７年度に実施した空家等実態調査のデータを基に、所有者等への意向調

査を実施します。この意向調査結果をもとに、同意を得られた空家データのいず

も空き家バンクへの登録や、不動産取引業者団体への情報公開について検討し、

流通促進を図ります。 

② いずも空き家バンクの周知、活用（再掲） 

いずも空き家バンクへの登録や活用を促進するため、広報いずも、ホームペー

ジ、チラシ等の各種媒体を利用して積極的に周知し、所有者等に登録を促します。

また、不動産取引業者団体と連携し、登録の増加を図ります。 

 

☞ 外国人住民への情報提供（再掲）

☞ 居住以外の用途としての利活用の推進 
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３．放置され管理されていない空家等への対応／除却 
 

① 施策の方向性 
 
方向性１：所有者等による自主的な改善等を促す施策の実施 
  
方向性２：行政からの働きかけ、取組強化 

 
 ② 具体的な施策 

方向性１：所有者等による自主的な改善等を促す施策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

方向性２：行政からの働きかけ、取組強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 市老朽危険空家等除却支援事業補助事業の周知・活用 

市老朽危険空家等除却支援事業補助事業を周知し、所有者等による積極的な建物の 

除却を促します。 

 

☞ 関係団体との連携強化 

 所有者等の中には除却の意向はあるものの、所有者等から相談先や費用に係る問い合

わせが多くあります。この場合、特定の事業者を紹介することはできませんが、（一社）

しまね産業資源巡回協会解体部会などの関係団体を紹介し、除却に係る情報提供に努め

ます。 

 

☞ リフォーム・解体ローンを実施している金融機関の情報提供（再掲） 

所有者等の中には、リフォームや除却の意向はあるものの、経済的な理由から費用を

直ちに用意できない場合も少なくありません。現在、空家等のリフォームや解体に必要

となる資金をローンで提供している金融機関もあることから、空家等の所有者等にロー

ン商品を提供している金融機関の情報を提供します。 

☞ 所有者等に対する適正管理依頼 

空家等実態調査や市民からの相談・苦情等により、管理不全状態の空家等を把握した

場合は、所有者等に対して適正管理依頼を行い、改善を求めます。（２６ページのフロ

ー図参照） 

 

☞ 空家法による対応 

管理不全状態の空家等で、市として関与すべき事案と判断された空家等のうち、空家

法に基づく特定空家等の措置が必要な場合は、空家法、国指針、「特定空家等に対する

措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」（以下、「国ガイドライン」とい

う。）に基づき、適切に対応していきます。（特定空家等に対する措置等については 

２９ページに記載） 
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☞ 空家法以外の法令等による対応 

管理不全な状態の空家が、著しく保安上危険な状態である場合や、火災予防上著しく

不適切な状態にある場合、立ち木等が道路に倒壊している場合など、空家法以外の関係

法令に基づく措置を実施することで、管理不全な空家等による危険性等の排除と近隣住

民の良好な生活環境を保全します。 

 

☞ 所有者不明、相続人不存在の場合の対応 

所有者の所在が不明、死亡又は不存在の空家等について、所有者不明建物管理制度、

管理不全建物管理制度等の活用を含め、問題解決を図るための方法を検討します。 

 

☞ 土地と建物の所有者が異なる場合の対応 

空家となっている建物とその敷地の所有者が異なる場合で、建物の所有者が所在不明

等になっており、土地所有者の所在が把握できている場合でも、空家法が建物だけでな

く土地も含めて「空家等」と定義し、法の対象としているにも関わらず、土地所有者の

責務について明確に規定されていないため、土地所有者に何らかの対応、負担を求める

ことが難しい状況です。今後も土地所有者に対して対応を求めていきますが、財産管理

人制度などの管理制度の活用について検討します。 

 

☞ 警察、消防などの関係機関との連絡体制等の構築 

警察、消防などの関係機関との連絡体制等の構築に取り組み、改善が必要な空家の 

把握、当該空家の所有者等への積極的な働きかけを行います。 
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管理不全の空家等への対処フロー図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺の生活環境への悪影響の程度等を

勘案し、市が関与すべきと判断した 

所有者等が適正管理に応じない 

市民からの通報・相談等 

現地調査（外観目視） 

所有者等の把握 

・不動産登記簿情報による登記名義人の確認 

・住民票情報、戸籍謄本等による登記名義人や相

続人の存否及び所在の確認 

・空家法に基づく固定資産課税台帳等による氏名その

他所有者等の情報の把握 

・周辺住民への聞き取り 

所有者等への適正管理の依頼 

・面談、電話、文書送付等による依頼 

根拠法令の選択及び具体的措置の検討 

措置の実施 
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●対処手段の選択肢となる諸法規 

法令 措置内容 

建築基準法 

違法建築物、著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な建築物

等に対する除却等の措置 

 勧告⇒命令⇒代執行  

消防法 

火災の予防に危険であると認められる物件又は消防の活動に支

障となると認められる物件に対する除去等の措置 

命令⇒代執行 

 命令⇒代執行   

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 

不法投棄等により生活環境の保全上の支障がある場合に、支障

の除去等の措置 

 命令⇒代執行   

道路法 

道路上の違法放置物件が、交通に危険を及ぼしていると認めら

れる場合に、違法放置物件の除去 

 命令⇒代執行   

災害対策基本法 

災害が発生した場合等において、応急措置を実施するため緊

急の必要があると認めるときは、他人の土地、建物その他の工

作物の一時使用が可能 

災害によって運ばれた日常生活に著しい支障を及ぼしている

ものの除去ができる 

民法 

相続財産清算人、不在財産管理人、所有者不明土地・建物管理

人、管理不全土地・建物管理人などの諸制度を活用した空家等

の管理者等の選任 

所有者不明土地の利用

の円滑化等に関する特

別措置法 

地域福利増進事業を実施する際の、所有者不明土地の使用権の 

知事による裁定 
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４．除却後の跡地活用の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管理不全な状態が進行した空家は除却することが有効な対策となりますが、除却だけを

進めると跡地である空地が増加し、そのまま放置された場合、環境や景観などの問題が生

じることが懸念されます。所有者には除却後の跡地活用についても情報発信等に取り組み

ます。 

☞ 所有者等への情報発信 

除却後の跡地の適正な管理、利活用等について、ホームページ、広報いずも、チラシ

等の各種媒体を利用し、情報発信を行います。 

 

☞ いずも空き家バンクの周知、活用（再掲） 

いずも空き家バンクへの登録や活用を促進するため、広報いずも、市のホームページ、

チラシ等の各種媒体を利用して積極的に周知し、所有者等に登録を促します。また、 

不動産取引業者団体と連携し、登録の増加を図ります。 

 

☞ 流動性の低い跡地活用の取組 
 

・不動産事業者等との連携強化 

不動産事業者等と連携し、いずも空き家バンクや不動産事業者による情報発信を 

高めることで、跡地の市場流動性を高める取組を行います。 
 

・地域における跡地活用の支援 

地域における流動性の低い除却後の跡地について、所有者と地域が有効活用できる 

するための仕組み、手法を検討します。 
 

・低未利用土地・管理不全土地等の対策の検討 

国において、検討している低未利用土地、管理不全土地等の対策方法ついて、危険

空家の除却後の空地対策として、本市においても調査検討を行います。 

 

☞ 除却後の跡地におけるインセンティブの検討 

空家の除却が進まない要因の１つとして、空家の除却後、宅地に係る固定資産税の 

小規模住宅用地や一般住宅用地の特例が外れることが挙げられます。一方で、空家の 

除却のインセンティブとして、適切な時期に空家除却後の跡地を売買した場合には、 

所得税の控除等も国において制度化されています。空家の所有者が、適切な時期に空家

の処分等の判断ができるように、また、土地が有効活用できるように情報提供を行うと

ともに、空家の問題解決に向けたインセンティブ等を検討します。 
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５．特定空家等に対する措置等 

管理不全状態の空家等で、市として関与すべき事案と判断された空家等のうち、空家法に基づ

く特定空家等の措置が必要な場合は、空家法、国指針、「特定空家等に対する措置に関する適切

な実施を図るために必要な指針」（以下、「国ガイドライン」という。）に基づき、適切に対応し

ていきます。 

なお、具体的な手順については、空家法の規定に基づき制定した「出雲市空家等の適正管理の

手続きに関する規則」のとおり進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特定空家等に対する措置の考え方 
 

特定空家等においても、私有財産であることに鑑み、適正な管理と同様に、所有者

自らの責任において、改善及び解決を図ることを基本原則とした上で、措置を講ずる

必要がある場合は、空家等の管理状況、所有者等や周辺住民の事情、悪影響の範囲と

程度、危険等の切迫性を考慮しつつ、慎重に判断し対処するものとします。 

 

（２）特定空家等の判断 
 
管理不全の空家等のうち、特定空家等に該当するか否かの判断は、国ガイドライン

の基準を参考に、立入調査（空家法第９条）を実施し、出雲市空家等対策連絡会議に

おいて十分な検討をした上で「出雲市空家等対策協議会」の意見を踏まえ慎重に行う

ものとします。 

 

（３）特定空家等の措置の手順 
 
特定空家等に対する措置は、空家法及び国ガイドラインに基づき行うこととし、本

市においては「出雲市空家等の適正管理の手続きに関する規則」により進めるものと

します。（「特定空家等措置のフロー図」参照） 

特定空家等と認められる空家等に対し空家法の規定を適用した場合、市長は、当該

特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導（空家法第１４条第１項）、勧告

（同条第２項）及び命令（同条第３項）することができるとともに、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該措

置を自らし、又は第三者をしてこれをさせることができます（同条第９項）。 以上の

措置は、助言又は指導、勧告、命令、代執行の順で措置を行っていきます。 

また、市長は、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができな

いときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者に行わせることができます（同条第１０項、いわゆる略式代執行）。  

なお、特定空家等に該当する家屋に係る敷地が、固定資産税等のいわゆる住宅用地

の特例の対象であって、空家法第１４条第２項の規定に基づき、市長が当該特定空家

等の所有者等に対して勧告をした場合は、地方税法第３４９条の３の２第１項等の規

定に基づき、当該空家等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象か

ら除外されます。 
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特定空家等措置のフロー図 
   住民からの通報・相談等   

   法第９条①   

   現地調査（外観目視）   

   法第２条①  法第１０条①③ 
  

 
所有者等の把握 → 

← 

登記簿・住民票・戸籍 

固定資産税情報 

      

↓      

 面談・文書等送付 → 

← 

所有者等へのお知らせ 

（管理不全状態） 
 

 

   法第９条②③   

 立 会 → 

← 

立入調査実施通知及び 

立入調査 
 
出雲市空家等対策協議会

への意見徴収 

   法第２条②  ↑↓ 

  
 特定空家等の認定 → 

← 

出雲市空家等対策連絡会議 

による審査 

      

   法第１４条①   

 面談・文書等送付 → 

← 
助言・指導  

 

   法第１４条②   

 面談・文書等送付 → 

← 
勧   告 → 固定資産税等特例除外 

 
法第１４条⑤.⑥  法第１４条④.   

 意見書の提出又は 

公開による意見の徴取 

→ 

← 事前通知  
 

   法第１４条④.   

  
 命   令  

 

  
 法第１４条⑪  

 

   標識設置・公示   

   法第１４条⑨   

  
 戒告書による通知   

   法第１４条⑨ 
  

   代執行命令書による通知   

   法第１４条④. 
  

   代執行の実施   

      

  
 費用の徴収   

空
家
等
の
確
認 

特
定
空
家
等
の
判
断 
特 
定 

空 

家 

等 

へ 

の 

措 

置 
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 ６．他の法令等による措置等 

全国的に所有者不明の土地が増えており、内閣府の所管する所有者不明土地問題研究会の報告

では、２０１６年に４１０万ヘクタールとなっており、所有者対策が進まない場合、２０４０年

には、７２０万ヘクタールとなり、北海道の面積（７７８０万ヘクタール）に相当すると推計さ

れています。このような状況を背景に、所有者不明土地等に対する様々な関係法令が整備されて

います。なお、これら関係法令については、空家、管理不全の建物に対しても使用できる（土地

の附随物としての建物を含む）制度もあるため、活用できる場合は、保全管理等に活用すること

とします。 

 

（１）活用が想定される『民法』の管理制度等 

制度 制度の概要 

不在財産管理制度 

⚫ 土地所有者等が不明である場合に利害関係人又は検察官の申し立て

に基づき、家庭裁判所が不在財産管理人を選任し、その土地等の財

産の管理をおこなう。 

⚫ 不在財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の所有する財

産の売却処分などを行うことができる。 

相続財産管理制度 

⚫ 土地所有者等が既に死亡し、相続人のあるとが明らかでない場合

に、利害関係人又は検察官の申し立てに基づき、家庭裁判所が相続

財産清算人を選任し、その相続財産を管理・清算を行い、残余があ

る場合には最終的に国庫に帰属させる。 

⚫ 相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、相続財産の売却処分

などを行うことができる。 

所有者不明土地(建物) 

管理制度 

※令和３年改正時新設 

個々の土地・建物の管理に特化した新たな管理制度で、裁判所が管理命

令を発令し、管理人を選任。また裁判所の許可があれば売却も可 

管理不全土地(建物) 

管理制度 

※令和３年改正時新設 

利害関係人の請求により、当該土地・建物を対象として、管理不全土

地・建物管理命令を発令し、管理不全土地管理人を選任し、管理をさせ

る。 

     ※令和３年改正時新設の制度については、未施行（公布から２年以内の施行） 

 

（２）活用が想定される『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』の制度 

制度 制度の概要 

地域福利事業 

特定所有者不明土地を公共の福祉に供する整備に利用する際、都道府県

知事の裁定により、１０年間を上限（延長可）に使用権を設定。使用内

容が合致すれば、民間企業やＮＰＯ法人でも使用権を取得できる。 

財産管理制度に係る 

民法の特例 

所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共

団体の長等が家庭裁判所に財産管理人の選任等の請求をすることが可

能。簡易建築物でない建築物がある場合も、土地の付属物としての財産

管理人の選任の請求をすることが可能。 

（※民法上は利害関係に又は検察官のみに選任請求が認められている。） 
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（３）『その他の法令』の制度 

実施事業 根拠法 行為 対応方法の概要 

土地区画整理事業 土地区画整理法 換地処分 
通知内容を公告することにより所有者へ

の通知に代えることが可能【公示送達】 

市街地再開発事業 都市再開発法 権利変換 
通知内容を公告することにより所有者へ

の通知に代えることが可能【公示送達】 

土地改良事業 土地改良法 未同意の扱い 

事業実施には、受益地域内の事業参加資

格者の３分の２条の同意が必要である

が、土地所有者等が不明で意思を確認で

きない場合、未同意として取扱う。 

遊休農地の活用 農地法 利用権の取得 

公示を行ったのち、都道府県知事の裁定

により、農地中間管理機構が利用権を取

得する。 

認可地縁団体の所有

不動産の管理 
地方自治法 

所有権移転 

登記 

認可地縁団体の構成員が登記名義人にな

っている団体所有不動産について、 

１０年以上所有の意思をもって平穏かつ

公然と占有している等の場合、市町村が

一定の手続きを経て発行した証明書を添

付することにより、認可地縁団体のみ

で、認可地縁団体を登録名義人とする所

有権移転登記の申請が可能 

個人信託・民事信託 信託法 管理等 

認知症等により契約行為ができなくなる

前に、家族などと信託契約を結ぶことに

より、契約条件でさだめのある事項につ

いて、不動産の管理や売買を行うことが

できる。 
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７．推進体制 

空家等がもたらす問題は、建築、環境、景観、消防、防犯といった多岐の分野にわたってお

り、また、庁内においても関係部局による組織横断的な対応が求められています。 

本市では、空家等に係る相談の総合窓口を設置するとともに、関係法令に基づき対応を進めて

いくため、次のような体制を整備しています。 

 

（１）総合窓口 

市民等から寄せられる空家等の相談・苦情等に迅速に対応するため、建築住宅課空き家対策室

に総合窓口を設置しています。 

なお、相談・苦情等が各行政センターや各課に寄せられた場合は、市民の利便性に鑑み、各行

政センター等が受け付けますが、その後の対応は相談内容等により、環境、道路、防災安全等の

担当課と連携して進めます。 

  

（２）出雲市空家等対策協議会 

出雲市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）は、出雲市空家等対策協議会設置要綱に

基づき、法務、建築、不動産の専門家、議会、住民代表等で組織し、事務局を建築住宅課空き家

対策室に据え、空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うほか、特定空家等

の認定等に対する協議を行うことを目的に設置しています。 

 

（３）出雲市空家等対策連絡会議 

出雲市空家等対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）は、出雲市空家等対策連絡会議設置

要綱に基づき、関係課をもって組織し、事務局を建築住宅課空き家対策室に据え、空家等に関す

る情報共有及び横断的な連携を図ることで、施策を効率的かつ効果的に展開するために設置して

います。 

 
（４）出雲市空き家関係団体連絡会（仮称） 

本市と連携協定を締結している民間団体の取組を支援するとともに、民間団体相互の情報交

換、連携強化を図るため、出雲市空家等活動団体連絡会（仮称）を設置します。 

 

 

 

管理 

除却 

ＮＰＯ法人 

出雲市空き家

相談センター 

ＮＰＯ法人 

出雲市ひらた

空き家再生舎 

（一社）全国
古民家再生協会 
島根第一支部 

利活用 

発生 
予防 

出雲市 
〔情報発信〕 
〔取組支援〕 

 

連携強化 情報共有 

合同研修会 


